
 

 

経 済 産 業 省 
 

２ ０ ２ ４ １ ２ １１ 貿 局 第 １ 号 

輸出注意事項２０２４第１９号 

経済産業省貿易経済安全保障局 

 

 

 

「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第

３号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

令和６年１２月２０日 

 

 

 

経済産業省貿易経済安全保障局長 福永 哲郎 

 

 

 

「化学物質の輸出承認について」等の一部改正について 

 

「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第

３号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

 

 

附則 

この規程は、令和７年１月１０日から施行する。



 

 

 

（別紙１） 

「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号） 

改 正 後 現   行 

別紙第１  

１～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規

定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(34) （略） （略） （略） 

(35) ペルフルオロオクタン酸

関連物質であって、次に掲げ

るもの 

  ①・② （略） 

③化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律施

行令第１条第１項第３５

号ハの規定に基づき化学

物質を定める省令（令和６

年厚生労働省、経済産業

省、環境省令第４号）に規

定するもの 

 

 

 

（略） 

  

〇 

(36) （略） （略） （略） 

別紙第２ （略） 

別紙第１  

１～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規

定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(34) （略） （略） （略） 

(35) ペルフルオロオクタン酸

関連物質であって、次に掲げ

るもの 

  ①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

〇 

(36) （略） （略） （略） 

別紙第２ （略） 



 

 

 

（別紙２） 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現   行 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 

（１）～（４） （略） 

（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

（略） 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第２の

項 

輸出令別表 

第２中解釈を

要する語 

解        釈 

３３・３５ （略） （略） 

３５の３ （略） （略） 

化学物質の審

査及び製造等

の規制に関す

る法律（昭和

48年法律第

117号）第２条

第２項に規定

する第一種特

定化学物質 

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２

以上のものに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリ

ン、ディルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又

はヘプタクロル（クロルデン類）、ビス（トリブチルスズ）

＝オキシド、Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジ

アミン、Ｎ－トリル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニレ

ンジアミン又はＮ，Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレ

ンジアミン、２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフ

ェノール、トキサフェン、マイレックス、ケルセン又は

ジコホル、ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン、２－（２

Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，

６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール、ＰＦＯＳ又は

その塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベンゼン、アルファ

－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキサン、

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 

（１）～（４） （略） 

（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

（略） 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第２の

項 

輸出令別表 

第２中解釈を

要する語 

解        釈 

３３・３５ （略） （略） 

３５の３ （略） （略） 

化学物質の審

査及び製造等

の規制に関す

る法律（昭和

48年法律第

117号）第２条

第２項に規定

する第一種特

定化学物質 

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２

以上のものに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリ

ン、ディルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又

はヘプタクロル（クロルデン類）、ビス（トリブチルスズ）

＝オキシド、Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジ

アミン、Ｎ－トリル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニレ

ンジアミン又はＮ，Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレ

ンジアミン、２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフ

ェノール、トキサフェン、マイレックス、ケルセン又は

ジコホル、ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン、２－（２

Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，

６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール、ＰＦＯＳ又は

その塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベンゼン、アルファ

－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキサン、



 

 

 

クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブロモ

ジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、

ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェ

ニルエーテル、エンドスルファン又はベンゾエピン、ヘ

キサブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール又

はその塩若しくはエステル、ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのものであって、塩素の含有量

が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。）、デカ

ブロモジフェニルエーテル、ＰＦＯＡ若しくはペルフル

オロアルカン酸（構造が分枝であって、炭素数が８のも

のに限る。）又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関

連物質（ペルフルオロオクチル＝ヨージド、８：２フル

オロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律施行令第１条第１項第３５号ハの規定

に基づき化学物質を定める省令（令和６年厚生労働省、

経済産業省、環境省令第４号）に規定するもの）、ペルフ

ルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＨｘＳ）

若しくはペルフルオロ（アルカンスルホン酸）（構造が分

枝であって、炭素数が６のものに限る。）又はこれらの塩

並びにこれらを含有する混合物又は製剤 

  （略）  

３５の４～

４３ 

  

 

クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブロモ

ジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、

ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェ

ニルエーテル、エンドスルファン又はベンゾエピン、ヘ

キサブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール又

はその塩若しくはエステル、ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのものであって、塩素の含有量

が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。）、デカ

ブロモジフェニルエーテル、ＰＦＯＡ若しくはペルフル

オロアルカン酸（構造が分枝であって、炭素数が８のも

のに限る。）又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関

連物質（ペルフルオロオクチル＝ヨージド、８：２フル

オロテロマーアルコール）、ペルフルオロ（ヘキサン－１

－スルホン酸）（別名ＰＦＨｘＳ）若しくはペルフルオロ

（アルカンスルホン酸）（構造が分枝であって、炭素数が

６のものに限る。）又はこれらの塩並びにこれらを含有す

る混合物又は製剤 

 

 

 

  （略）  

３５の４～

４３ 

  

 

 

 


